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１．業務概要 

本業務では入力された積コンテナ・船積区分と処理区分の組み合わせ＊１に応じて、本船に船積予定のコン

テナの輸出申告（以下、「積コンテナリスト提出処理」という。）と船積情報の登録（以下、「船積処理」

という。）に係る以下の処理を行う。 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」の場合 

（Ａ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」（処理区分が未入力） 

本船に船積み予定のコンテナ（空コンテナを含む。以下同様。）のうち輸出申告が必要なコンテナ番

号を登録し、登録したコンテナの輸出申告を行う。これにより税関に積コンテナリストを提出する。

また、本船へ貨物を船積みする旨を併せて登録する。 
（Ｂ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の併せ処理」（処理区分が「Ｅ：提出／終了」） 

本船に船積み予定のコンテナのうち輸出申告が必要なコンテナ番号を登録し、登録したコンテナの

輸出申告を行う。これにより税関に積コンテナリストを提出する。また、本船へ貨物を船積みする旨

の登録及び船積みが終了した旨の登録を併せて行う。 
（２）積コンテナ・船積区分が「Ｂ」の場合 

（Ａ）「積コンテナ情報登録」（処理区分が「９：新規登録」） 

積コンテナリスト提出に先立ち、本船に船積み予定のコンテナのうち輸出申告が必要なコンテナ番

号を登録する。 
（Ｂ）「積コンテナ情報追加」（処理区分が「２：追加」） 

「積コンテナ情報登録」で払い出された積コンテナリスト提出番号に対してコンテナ番号を追加す

る。 
（Ｃ）「積コンテナ情報削除」（処理区分が「３：削除」） 

「積コンテナ情報登録」で払い出された積コンテナリスト提出番号に対してコンテナ番号を取り消

す。 
（Ｄ）「積コンテナ情報登録・提出」（処理区分が「Ｅ：提出／終了」） 

本船に船積み予定のコンテナのうち輸出申告が必要なコンテナ番号を登録し、登録したコンテナの

輸出申告を行う。これにより税関に積コンテナリストを提出する。 
（Ｅ）「積コンテナ情報提出」（処理区分が「Ｅ：提出／終了」） 

「積コンテナ情報登録」で登録したコンテナの輸出申告を行う。これにより税関に積コンテナリス

トを提出する。 
（３）積コンテナ・船積区分が「Ｃ」の場合 

（Ａ）「船積登録」（処理区分が未入力） 
本船へ貨物を船積みする旨を登録する。なお、１回の登録ですべての貨物を入力できない場合は、

登録を複数回行う。 

（Ｂ）「船積登録・終了」（処理区分が「Ｅ：提出／終了」） 

本船へ貨物を船積みする旨の登録及び船積みが終了した旨の登録を行う。 

（Ｃ）「船積終了」（処理区分が「Ｅ：提出／終了」） 

本船への船積みが終了した旨を登録する。 

 

なお、前述（１）－（Ａ）、（Ｂ）及び（２）－（Ｄ）、（Ｅ）において、積コンテナリストの提出を税

関の開庁時間外に行う場合は、事前に時間外執務要請届がされている必要がある。また、本業務において時

間外執務要請届を行う旨を入力することにより、時間外執務要請届を併せて行うことができる。 
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（＊１）入力項目による処理の振り分けについて 

本業務における処理の振り分けは、以下の入力内容に従う。 
積コンテナ 

・船積区分 

 

処理区分 

Ａ：積コンテナリスト 

提出・船積処理 

Ｂ：積コンテナリスト 

提出処理 
Ｃ：船積処理 

９ 

（新規登録） 
 積コンテナ情報登録  

２ 

（追加） 
 積コンテナ情報追加  

３ 

（削除） 
 積コンテナ情報削除  

－ 

（未入力） 

積コンテナ情報 

登録・提出と 

船積登録の 

併せ処理 

 船積登録 

Ｅ 

（提出／終了） 

積コンテナ情報 

登録・提出と 

船積登録・終了 

の併せ処理 

積コンテナ 

情報登録 

・提出＊２ 

積コンテナ 

情報提出＊３ 

船積登録 

・終了＊４ 
船積終了＊５ 

（＊２）積コンテナリスト提出番号欄に入力がない場合 

（＊３）積コンテナリスト提出番号欄に入力がある場合 

（＊４）コンテナ番号または貨物管理番号欄に入力がある場合 

（＊５）コンテナ番号または貨物管理番号欄に入力がない場合 
 

２．入力者 

船会社、船舶代理店、ＣＹ、通関業、海貨業 

 

３．制限事項 

①１業務で入力可能なコンテナ番号または貨物管理番号＊６は最大１２００件とする。 

②１業務で入力可能なコンテナ管理者数は最大２０社とする。 

③１積コンテナ提出番号で登録可能なコンテナ番号は最大１２００件とする。 

④１船舶で登録可能なコンテナ番号または貨物管理番号は最大９０００件とする。 

（＊６）貨物管理番号とは、輸出管理番号またはＢ／Ｌ番号のことをいう。 
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４．入力条件 

（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｂ」の場合で、入力者が船舶代理店またはＣＹの場合は、通

関業の免許を取得していること。 

③積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」の場合で、入力者が船会社の場合は、入力された積載予

定船舶コードに係る船舶ＤＢ上の船舶運航者と同一会社であること。 

④積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」の場合で、入力者が船舶代理店の場合は、入力された積

載予定船舶コードが「９９９９」以外の場合に、入力された積出港において、入力された積載予定船

舶コードに係る船舶ＤＢ上の船舶運航船会社との受委託関係がシステムに登録されていること。 

⑤入力者が通関業の場合は、積コンテナ・船積区分が「Ｂ」であるか、積コンテナ・船積区分が「Ａ」

または「Ｃ」の場合は、以下のいずれかの条件を満たす貨物の船積処理（積コンテナ・船積区分が「Ａ」

の場合は、積コンテナ提出処理を含む。）であること。 

・「搬出確認登録（輸出許可済）（ＢＯＣ）」業務、「バンニング情報登録（コンテナ単位）（ＶＡ

Ｎ）」業務または「バンニング情報登録（輸出管理番号単位）（ＶＡＥ）」業務（以下、「ＶＡＮ業

務等」という。）において、入力された積載予定船舶コードに向けて搬出された貨物である 

・本船扱い・ふ中扱い承認貨物（通関場所に本船・ふ中が指定された特定輸出申告を行う旨の登録が

されている輸出貨物を含む。以下同様。）である 

・システム参加保税地域等以外に存在する貨物である 

⑥入力者が海貨業の場合は、積コンテナ・船積区分が「Ｃ」で、以下のいずれかの条件を満たす貨物の

船積処理であること 

・ＢＯＣ業務、ＶＡＮ業務等において、入力された積載予定船舶コードに向けて搬出された貨物であ

る 

・本船・ふ中扱い承認貨物である 

・システム参加保税地域等以外に存在する貨物である 

（２）入力項目チェック 
（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 
（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。 

（３）船舶ＤＢチェック 

（Ａ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ情報登録・提出」、「船積登録」、「船積登録・終了」

または「船積終了」の場合 

入力された積載予定船舶コードに対する船舶ＤＢが存在すること。 
（Ｂ）「積コンテナ情報追加」、「積コンテナ情報削除」または「積コンテナ情報提出」の場合 

積コンテナＤＢに登録されている積載予定船舶コードに対する船舶ＤＢが存在すること。 
（４）積コンテナＤＢチェック 

「積コンテナ情報追加」、「積コンテナ情報削除」または「積コンテナ情報提出」の場合は、入力され

た積コンテナリスト提出番号に対する積コンテナＤＢが存在すること。また、積コンテナリスト提出を

した旨が登録されていないこと。 

（５）船積管理ＤＢチェック 

（Ａ）「積コンテナ情報提出」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合 

入力された積載予定船舶コード
＊７
、積出港コード、航海番号（「積コンテナ情報提出」の場合は、コ
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ンテナＤＢに登録されている積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号）に対する船積管理ＤＢ

が存在する場合は、船積確認登録した旨が登録されていないこと。 

（＊７）積載予定船舶名に入力がある場合は、積載予定船舶名も含む。 

（Ｂ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」または「船積登録」の場合 

入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号に対する船積管理ＤＢが存在する場合は、

船積みが終了した旨が登録されていないこと。 

（Ｃ）「船積終了」の場合 

①入力された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号に対する船積管理ＤＢが存在すること。 

②本業務により船積みの登録を行った旨が登録されていること。 

③船積みが終了した旨が登録されていないこと。 

（６）コンテナ情報ＤＢチェック 

（Ａ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ情報追加」、「積コンテナ情報登録・提出」または

「積コンテナ情報提出」の場合 

入力されたコンテナ番号（「積コンテナ情報提出」の場合は、積コンテナＤＢに登録されているコン

テナ番号）に対して、以下のチェックを行う。 
なお、①～③、⑤～⑦のチェックについては、積コンテナ情報登録不要表示が入力されていない場

合にのみチェックを行う。また、⑧～⑪のチェックについては、「積コンテナ情報登録・提出と船積登

録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の併せ処理」の場合のみチェックを行

う。 
①保税地域に蔵置されている旨が登録された場合＊８は、コンテナ情報ＤＢが存在すること。（空コン

テナとして登録された場合を除く。） 

②保税地域に蔵置されている旨が登録された場合は、当該保税地域に蔵置されていること。なお、入

力者がＣＹの場合で保税地域コードやバースコードが入力されなかった場合は、入力者の管理する

ＣＹに蔵置されていること。 

③「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ情報追加」、「積コンテナ情報登録・提出」または「積コンテ

ナ情報提出」の場合は、輸入コンテナまたは輸出コンテナであること。 

④「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」または「積コンテナ情報登録・提出と船積登

録・終了の併せ処理」の場合は、輸出コンテナまたは仮陸揚コンテナであること。なお、仮陸揚コ

ンテナの場合は、積コンテナ情報登録不要表示が入力されていること。 

⑤未通関コンテナであること。 

⑥事故情報が登録されているコンテナの場合は、税関による事故確認登録がされていること。 

⑦輸入コンテナとして登録されている場合で、積戻しする場合は、卸コンテナ情報登録がされている

こと。 

⑧実入輸出コンテナの場合は、ＶＡＮ業務等がされているか、または「ＣＹ搬入情報訂正（ＣＹＣ）」

業務により、マニュアル輸出許可済の旨が登録されていること。 

⑨入力者が船会社、船舶代理店または通関業の場合は、入力された積載予定船舶コードに向けてＶＡ

Ｎ業務等がされているか、またはシステム参加保税地域等以外に存在すること。 

⑩本業務により船積処理がされていないこと。 

⑪貨物差止め登録で差し止められたコンテナでないこと。 

（＊８）以下のいずれかに該当する場合をいう。 

・「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」または「積コンテナ情報登録・提出と船積登

録・終了の併せ処理」の場合で、入力者がＣＹの場合 

・「積コンテナ情報登録」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合で、保税地域が入力された場
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合 

・「積コンテナ情報追加」または「積コンテナ情報提出」の場合で、「積コンテナ情報登録」時に保

税地域が入力された場合 

（Ｂ）「船積登録」または「船積登録・終了」の場合 

入力されたコンテナ番号に対して、以下のチェックを行う。 

①コンテナ情報ＤＢが存在すること。 

②輸出コンテナまたは仮陸揚コンテナであること。 

③入力者がＣＹの場合は、入力者が管理する保税地域に蔵置されていること。 

④実入輸出コンテナの場合は、ＶＡＮ業務等がされているか、またはＣＹＣ業務により、マニュアル

輸出許可済の旨が登録されていること。 

⑤入力者が船会社、船舶代理店、通関業または海貨業の場合は、入力された積載予定船舶コードに向

けてＶＡＮ業務等がされているか、またはシステム参加保税地域等以外に存在すること。 

⑥本業務により船積処理がされていないこと。 

⑦積コンテナ情報登録不要表示が入力されていない場合は、本業務により積コンテナリスト提出処理

がされていること。 

⑧積コンテナ情報登録不要表示が入力されていない場合は、入力された積載予定船舶コード、積出港

コード、航海番号と、積コンテナ情報登録された積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号が

同一であること。 

⑨事故情報が登録されているコンテナの場合は、税関による事故確認登録がされていること。 

⑩貨物差止め登録で差し止められたコンテナでないこと。 

（７）貨物情報ＤＢチェック 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「船積登録」または「船積登録・終了」の場合に、以下のチェックを行う。 
（Ａ）コンテナ番号が入力された場合 

入力されたコンテナ番号に関連付けられている貨物管理番号に対して、以下のチェックを行う。 

①貨物情報ＤＢが存在すること。 

②入力者がＣＹの場合は、入力者が管理する保税地域に蔵置されていること。 

③入力者が船会社、船舶代理店、通関業または海貨業の場合は、入力された積載予定船舶コードに向

けてＶＡＮ業務等がされているか、またはシステム参加保税地域等以外に存在すること。 

④輸出または積戻し貨物の場合は、輸出（積戻し）許可済であること。 

⑤数量変更にかかる輸出許可内容変更申請中でないこと。 

⑥貨物取扱許可申請中でないこと。 

⑦訂正保留中でないこと。 

⑧事故貨物の場合は、税関による事故確認登録がされていること。 

⑨当該貨物管理番号に対して貨物の一部が既に船積登録されている場合は、本業務で入力された積載

予定船舶コードと、登録済の積載予定船舶コードが同一であること。 

⑩「許可・承認等情報登録（保税）（ＰＳＨ）」業務により、以下の登録がされていないこと。 

・亡失届受理 

・滅却承認 

・現場収容 

・税関内収容 

・その他の搬出承認 

⑪貨物手作業移行されていないこと。 

⑫貨物差止め登録がされていないこと。 
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（Ｂ）貨物管理番号が入力された場合 
入力された貨物管理番号に対して、以下のチェックを行う。 

①貨物情報ＤＢが存在すること。 
②輸入貨物でないこと。 
③ＶＡＮ業務等がされていないこと。 
④本業務により船積処理がされていないこと。 
⑤入力者がＣＹの場合は、入力者が管理する保税地域に蔵置されていること。 
⑥入力者が船会社または船舶代理店の場合は、入力された積載予定船舶コードに向けてＢＯＣ業務が

されているか、仮陸揚貨物、本船扱い・ふ中扱い承認貨物であるか、またはシステム参加保税地域

等以外に存在する貨物であること。 
⑦入力者が通関業または海貨業の場合は、入力された積載予定船舶コードに向けてＢＯＣ業務がされ

ている貨物であるか、本船扱い・ふ中扱い承認貨物であるか、またはシステム参加保税地域等以外

に存在する貨物であり、かつ入力者が当該貨物の貨物情報登録者＊９または申告者であること。 
⑧輸出または積戻し貨物の場合で本船扱い承認貨物以外の場合は、輸出（積戻し）許可済であること。 
⑨数量変更にかかる輸出許可内容変更申請中でないこと。 
⑩貨物取扱許可申請中でないこと。 
⑪訂正保留中でないこと。 
⑫事故貨物の場合は、税関による事故確認登録がされていること。 
⑬本船扱い承認貨物の場合は、本業務で入力された積載予定船舶コード及び積出港コードと本船扱い

承認された積載予定船舶コード及び積出港コードが同一であること。同様に、通関場所に本船が指

定された特定輸出申告を行う旨が登録されている貨物の場合は、本業務で入力された積載予定船舶

コード及び積出港コードと貨物情報に登録されている積載予定船舶コード及び積出港コードが同

一であること。 
⑭当該貨物管理番号に対して貨物の一部が既に船積登録されている場合は、本業務で入力された積載

予定船舶コードと、登録済の積載予定船舶コードが同一であること。 
⑮「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務により仕分親となっていないこと。 
⑯ＰＳＨ業務により以下の登録がされていないこと。 

・亡失届受理 

・滅却承認 

・現場収容 

・税関内収容 

・その他の搬出承認 

⑰貨物手作業移行されていないこと。 

⑱貨物差止め登録がされていないこと。 

（＊９）貨物情報登録者とは、「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務または「積戻貨物情報登録（ＲＣ

Ｒ）」業務で貨物情報を作成した利用者をいう。 
（８）時間外執務要請届情報関連チェック 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出」または「積コンテナ情報提出」の場合で、本業務が税関の

開庁時間外にわたる場合は、以下①のチェックを行い、時間外執務要請届出済の旨が入力された場合は、

以下②～③のチェックを行う。 
①時間外執務要請届出済の旨または本業務において時間外執務要請届を併せて行う旨が入力されてい

ること。 
②入力者分の時間外執務要請届ＤＢが存在すること。 
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③本業務が行われた時刻が時間外執務要請届の届出時間帯であること。 
 

５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００－

００００」を設定の上、以降の処理を内部処理で行う。（詳細については後述の特記事項を参照。） 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを設

定の上、処理結果通知出力処理を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）処理単位 

（Ａ）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｂ」の場合 

入力されたコンテナ管理者単位に処理を行う。 

（Ｂ）積コンテナ・船積区分が「Ｃ」の場合 

積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号単位（以下、「本船単位」という。）に処理を行う。 

（３）積コンテナリスト提出官署決定処理 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合は、コンテナ蔵置場

所の保税地域及びバースを管轄する税関官署を積コンテナリスト提出官署とする。 
（４）積コンテナリスト提出番号の払出し処理 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合は、積コンテナリス

ト提出番号をコンテナ管理者単位でシステムから払い出す。 

（５）積コンテナＤＢ処理 

（Ａ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合 

①積コンテナリスト提出番号に対する積コンテナＤＢを作成する。 

②入力されたコンテナ番号を登録する。 

③「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終

了の併せ処理」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合は、積コンテナリスト提出を行った旨

を登録する。 

（Ｂ）「積コンテナ情報追加」の場合 

積コンテナリスト提出番号に対する積コンテナＤＢに入力されたコンテナ番号を追加する。 

（Ｃ）「積コンテナ情報削除」の場合 

積コンテナリスト提出番号に対する積コンテナＤＢのコンテナ番号に取消しとなった旨を登録する。 

（Ｄ）「積コンテナ情報提出」の場合 

積コンテナリスト提出を行った旨を登録する。また、前述４．（６）－（Ａ）の入力条件に合致しな

いコンテナは、エラーの旨を登録する。 

（６）コンテナ情報ＤＢ処理 

（Ａ）「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」または「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・

終了の併せ処理」の場合 

①入力されたコンテナ番号に係るコンテナ情報ＤＢが存在しない場合は、コンテナ情報ＤＢを作成す

る。 

②積コンテナリスト提出により輸出許可となった旨を登録する。 

③入力されたコンテナ番号に対するコンテナ情報ＤＢに、船積みの登録を行った旨を登録する。 
（Ｂ）「積コンテナ情報提出」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合 
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①入力されたコンテナ番号（「積コンテナ情報提出」の場合は、積コンテナＤＢに登録されたコンテナ

番号）に係るコンテナ情報ＤＢが存在しない場合は、コンテナ情報ＤＢを作成する。 

②積コンテナリスト提出により輸出許可となった旨を登録する。 

（Ｃ）「船積登録」または「船積登録・終了」の場合 

入力されたコンテナ番号に対するコンテナ情報ＤＢに、船積みの登録を行った旨を登録する。 

（７）貨物情報ＤＢ処理 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「船積登録」または「船積登録・終了」の場合は、以下の処理を行う。 
（Ａ）コンテナ番号が入力された場合 

①当該コンテナに関連付けられている貨物管理番号に対する貨物情報ＤＢに、船積みの登録を行った

旨を登録する。 

②入力された積載予定船舶コードで貨物情報ＤＢを更新する。 

（Ｂ）貨物管理番号が入力された場合 

①当該貨物管理番号に対する貨物情報ＤＢに、船積みの登録を行った旨を登録する。 

②入力された積載予定船舶コードで貨物情報ＤＢを更新する。 

（８）船積管理ＤＢ処理 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了の

併せ処理」、「船積登録」、「船積登録・終了」または｢船積終了｣の場合は、以下の処理を行う。 
①入力された積載予定船舶コード、積出港コード及び航海番号に対する船積管理ＤＢが存在しなかっ

た場合は、船積管理ＤＢを作成する。（「船積終了」の場合を除く。） 
②船積みの登録を行った旨を登録する。（「船積終了」の場合を除く。） 
③入力された積載予定船舶コード、積出港コード及び航海番号に対する船積管理ＤＢに、船積みが終

了した旨を登録する。（「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「船積登録」の場合を

除く。） 
（９）時間外執務要請届処理 

「積コンテナ情報登録・提出と船積登録の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出と船積登録・終了

の併せ処理」、「積コンテナ情報登録・提出」または「積コンテナ情報提出」の場合で、本業務が税関の

開庁時間外にわたる場合、時間外執務要請届を併せて行う旨が入力された場合は、事前に時間外執務要

請届出がされていた場合を除き、以下の処理を行う。 
（Ａ）時間外執務要請届受理番号払出し処理 

時間外執務要請届受理番号をシステムで払い出す。 
（Ｂ）時間外執務要請届ＤＢ処理 

①時間外執務要請届ＤＢを作成する。 

②実施時刻より１分間分の届出時間帯で時間外執務要請届を登録する。 

（10）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

（11）注意喚起メッセージ出力処理 

以下の場合は、注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力する。 

①内部処理を実行している場合。 
②「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ情報追加」または「積コンテナ情報登録・提出」の場合で、実

入コンテナでマニュアル輸出許可済の旨が登録されていないコンテナが存在する場合。 
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６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

エラー通知情報

（積コンテナ登録

情報） 

「積コンテナ情報登録」の場合にコンテナ管理者単位に出力

する 

入力者 

エラー通知情報

（船積情報） 

「積コンテナ情報登録」以外である場合に本船単位に出力す

る 

入力者 

積コンテナリスト

提出情報 

積コンテナ・船積区分が「Ａ」であるか、または積コンテナ・

船積区分が「Ｂ」でかつ処理区分が「Ｅ」である場合にコン

テナ管理者単位に出力する 

税関 

（保税担当部門） 

以下の条件をすべて満たすとき、コンテナ管理者単位に出力

する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」であるか、または積コ

ンテナ・船積区分が「Ｂ」でかつ処理区分が「Ｅ」で

ある 

（２）保税地域コードが登録されている 

（３）入力者と当該保税地域の利用者が異なっている 

保税地域 

 

以下の条件をすべて満たすとき、コンテナ管理者単位に出力

する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」であるか、または積コ

ンテナ・船積区分が「Ｂ」でかつ処理区分が「Ｅ」で

ある 

（２）コンテナ管理者コード（共通）またはコンテナ管理者

コード欄に入力された船会社がシステムに参加して

いる 

船会社 

（コンテナ管理者） 

積コンテナ輸出許

可通知情報 

積コンテナ・船積区分が「Ａ」であるか、または積コンテナ・

船積区分が「Ｂ」でかつ処理区分が「Ｅ」である場合にコン

テナ管理者単位に出力する 

入力者 

本船扱い貨物船積

登録情報 

積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」（「船積終了」

の場合を除く）の場合で、本船扱い承認貨物が存在する場合

に輸出管理番号単位に出力する 

貨物情報ＤＢに登録さ

れている申告予定者 

積コンテナ対象外

コンテナ情報 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である（「船

積終了」の場合を除く。） 

（２）積コンテナ情報登録不要表示に「Ｘ」が入力されたコ

ンテナが存在する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税関 

（監視担当部門） 
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情報名 出力条件 出力先 

船積船舶・積出港

差異情報 

以下の条件をすべて満たす貨物が存在するとき、輸出管理番

号単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である（「船

積終了」の場合を除く。） 

（２）入力された積載予定船舶コード、積出港と貨物に対し

て輸出（積戻しを含む。）許可された積載予定船舶コ

ード、積出港のいずれか、または両方が異なっている 

（３）以下の貨物は、出力対象外とする 

①システム外搬入貨物 

②仮陸揚げ貨物 

③「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」

業務により輸出等許可後の手作業移行された貨物 

④マニュアル許可済貨物 

⑤本船扱い貨物 

輸出申告を行った利用

者 

申告先税関 

（輸出通関担当部門） 

船積未登録情報 積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」でかつ、処理区

分が「Ｅ」の場合で、本業務より前に、本船に対して船積み

が終了した旨が登録されていない場合に、以下のいずれかの

条件を満たすとき、本船単位に出力する 

（１）以下の条件をすべて満たすコンテナが存在する場合 

①当該積載予定船舶コード、積出港コード及び航海番

号が登録されている 

②ＣＹ搬入確認登録がされている 

③積コンテナリストの提出がされていない 

④本業務で入力されていない 

（２）以下の条件をすべて満たすコンテナが存在する場合 

①当該積載予定船舶コード、積出港コードおよび航

海番号に対して積コンテナリスト提出済である 

②船積登録がされていないコンテナが存在する場合 

（３）以下の条件をすべて満たす貨物管理番号が存在する場

合 

①当該積載予定船舶コード及び積出港コードに向け

て搬出確認登録がされているか、または本船扱い承

認貨物（通関場所に本船が指定された特定輸出申告

を行う旨の登録がされている輸出貨物を除く）であ

る 

②本業務で入力されていない 

③入力者が船会社以外の場合は、ＢＯＣ業務において

通知先として指定された利用者である 

入力者 

船積登録終了情報 以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）入力者が船会社、船舶代理店以外である 

（４）本業務より前に、本船に対して船積みが終了した旨が

登録されていない 

（５）入力された積載予定船舶コードの運航船会社がシステ

ムに参加している 

 

 

 

本船運航船会社 
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情報名 出力条件 出力先 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）入力者が船会社、船舶代理店以外である 

（４）本業務より前に、本船に対して船積みが終了した旨が

登録されていない 

（５）入力された積載予定船舶コードの運航船会社がシステ

ムに不参加である 

（６）入力された積載予定船舶コードの運航船会社と、積出

港、積載予定船舶コード、航海番号において受委託関

係がシステムに登録されている船舶代理店が存在する 

（７）（６）に該当する利用者が存在しない場合は、入力さ

れた積載予定船舶コードの運航船会社と、積出港、積

載予定船舶コードにおいて受委託関係がシステムに登

録されている船舶代理店が存在する 

船舶代理店 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）本業務より前に、本船に対して船積みが終了した旨が

登録されていない 

（４）入力された積載予定船舶コードが「９９９９」であ

る 

入力者 

船積変更予定情報 以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ｂ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）入力者が船会社、船舶代理店以外である 

（４）本船に対して船積みが終了した旨が登録されている 

（５）入力された積載予定船舶コードの運航船会社がシステ

ムに参加している 

本船運航船会社 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ｂ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）入力者が船会社、船舶代理店以外である 

（４）本船に対して船積みが終了した旨が登録されている 

（５）入力された積載予定船舶コードの運航船会社がシステ

ムに不参加である 

（６）入力された積載予定船舶コードの運航船会社と、積出

港、積載予定船舶コード、航海番号において受委託関

係がシステムに登録されている船舶代理店が存在する 

（７）（６）に該当する利用者が存在しない場合は、入力さ

れた積載予定船舶コードの運航船会社と、積出港、積

載予定船舶コードにおいて受委託関係がシステムに登

録されている船舶代理店が存在する 

船舶代理店 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ｂ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）本船に対して船積みが終了した旨が登録されている 

（４）入力された積載予定船舶コードが「９９９９」である 

 

入力者 



 

2027-01-12 

＜2011.09修正＞ 

 

情報名 出力条件 出力先 

船積登録変更情報 以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）入力者が船会社、船舶代理店以外である 

（４）本船に対して船積みが終了した旨が登録されている 

（５）入力された積載予定船舶コードの運航船会社がシステ

ムに参加している 

本船運航船会社 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）入力者が船会社、船舶代理店以外である 

（４）本船に対して船積みが終了した旨が登録されている 

（５）入力された積載予定船舶コードの運航船会社がシステ

ムに不参加である 

（６）入力された積載予定船舶コードの運航船会社と、積出

港、積載予定船舶コード、航海番号において受委託関

係がシステムに登録されている船舶代理店が存在する 

（７）（６）に該当する利用者が存在しない場合は、入力さ

れた積載予定船舶コードの運航船会社と、積出港、積

載予定船舶コードにおいて受委託関係がシステムに登

録されている船舶代理店が存在する 

船舶代理店 

以下の条件をすべて満たすとき、本船単位に出力する 

（１）積コンテナ・船積区分が「Ａ」または「Ｃ」である 

（２）処理区分が「Ｅ」である 

（３）本船に対して船積みが終了した旨が登録されている 

（４）入力された積載予定船舶コードが「９９９９」である 

入力者 

時間外執務要請確

認情報 

時間外執務要請届を併せて行う旨が入力された場合に本船

単位に出力する 

税関 

（保税担当部門） 

 
７．特記事項 

本業務は多量のコンテナ番号または貨物管理番号を処理するため、以下の処理の流れとなる。 

①入力条件のチェックをした後、処理結果通知の出力処理を行う。 

②多量コンテナまたは貨物管理番号に対して、一定の小さな処理単位に分割してコンテナ情報ＤＢチェ

ック、貨物情報ＤＢチェックやＤＢ処理等の内部処理を行う。 

③すべてのコンテナ番号または貨物管理番号に対する内部処理が完了した後、積コンテナリスト提出情

報等の出力処理を行う。 

④内部処理でコンテナ情報ＤＢチェックまたは貨物情報ＤＢチェックに合致しなかったコンテナ番号

または貨物管理番号が存在する場合は、最後に一括してエラーコンテナ番号または貨物管理番号とし

てエラー通知情報（船積情報）等を出力する。 

なお、「積コンテナ情報登録」、「積コンテナ情報追加」及び「積コンテナ情報登録・提出」時に、

実入コンテナでマニュアル輸出許可済の旨が登録されていないコンテナについては、エラー通知情報

（船積情報）等にバンニング情報登録が必要な旨を注意喚起メッセージとして処理結果通知に出力す

る。 
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